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地方税の偏在是正に向けた検討について

全国知事会 （H24.7.20）提言（抜粋）

全国知事会に「地方税財政制度研究会」を設置
○設置目的
これからの地方税の充実を基本とする地方税財源の拡充
を見据えつつ、地方税制における税源偏在の是正方策につ
いて幅広く検討する。

○ 研究会構成委員
座長：植田 和弘 （京都大学教授）

井手 英策 （慶応義塾大学教授）
関口 智 （立教大学准教授）
半谷 俊彦 （和光大学教授）
渕 圭吾 （学習院大学教授）○ 検討スケジュール

・平成24年度 中間論点整理
・平成25年度秋 見直しの基本的な方向性とりまとめ

【「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する

等の法律」（概要）】（抜粋）
税制の抜本的な改革及び関連する諸施策について（第７条関係）
５ 地方税制については、次に定めるとおり検討すること。

イ 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税について、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地
方税体系の構築が行われるまでの間の措置であることを踏まえ、税制の抜本的な改革に併せて抜本的
に見直しを行う。

ロ 税制の抜本的な改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことにより税
源の偏在性を是正する方策を講ずることとし、その際には、国と地方の税制全体を通じて幅広く検討する。

※ H24: 第1回9/7、第2回10/5、第3回11/26、第4回1/17 
H25: 第5回4/3、第6回5/24、第7回6/14、第8回8/22

税制抜本改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことにより税源の偏在性

を是正する方策を講ずるべきであり、その際には、①消費税と地方法人課税の税源交換、②「地方共有税」の
創設、③地方税の一部を地方の共通財源と位置付け調整する仕組みの導入を含めた幅広い検討を行うべき
である。

Ⅱ 税制抜本改革の推進 １ 社会保障と税の一体改革 （６）税源の偏在性の是正

資料１
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「第二期地方分権改革」への提言（抄） ＜H19.7.13 全国知事会議＞

２ 税財政のあり方 ～税源移譲の実現～

（２） 税源移譲にあたっての地域間の調整

６兆円程度の税源移譲（注）を現実に進めるにあたっては、税の地域間偏在をどのようにして是正

するのかが、極めて重要な課題である。

６兆円程度の税源移譲が、地域間格差をより一層拡大させ、かえって地方自治を衰退させる懸念

もあることから、税源移譲と税源の偏在調整は不可分のものとして行う必要がある。

ただし、この場合において、税財源の調整が優先され、地方分権の推進が地方間の水平調整に

置き換えられることにより、都市圏と地方圏の間の争いに矮小化されないよう強く求めるものである。

こうした観点から、税源移譲にあたっての地域間の調整については、今後、地方分権改革推進委

員会の検討状況を踏まえた全国知事会としての国庫補助負担金等や税源移譲の具体的な方策の

とりまとめの中で進めることとなるが、その場合においては次の３点を基本とすべきと考える。

① 税源の移譲にあたっては、対象税目を偏在度の少ない税目、具体的には地方消費税、住民税

とする。

② 地方税の税目については、可能な限り税源偏在の小さい仕組みとなるよう検討を行うとともに、

国と地方の税源構成及び地方交付税原資の税目について見直しを行う。

③ 移譲財源の調整の問題については、各自治体の共通財源と位置付け、調整する仕組みの構

築について検討を行う。

（注）三位一体改革の第二期改革において、国と地方の税収比１：１を実
現するため、所得税から個人住民税への３兆円の税源移譲に加えて、
さらに６兆円の税源移譲を提言していた。
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○消費税 6.3％
国分 4.90％
交付税分 1.40％

○地方消費税 1.7％

地方分
1.54％

４％

消
費
税

消費税率（国・地方）８％時（平成26年４月～）

地方交付税分
0.34％※

消費税
（国分3.46％）

地方消費税
1.2 ％

3.8％

消
費
税

地方分
0.92％

地方交付税分
0.22％※

消費税
（国分2.08％）

地方消費税
0.7 ％

2.3％

消
費
税

引上げ後の消費税収に係る国・地方の配分

現行

※平成27年度は
0.29％

消費税率（国・地方）10％時(平成27年10月～）

地方交付税分

1.18％

地方消費税
１％

消費税
（国分2.82％）

○消費税 7.8％
国分 6.28％
交付税分 1.52％

○地方消費税 2.2％
（地方分3.10％） （地方分3.72％）

地方分
2.18％

引
上
げ
分
（社
会
保
障
給
付
に
お
け
る

国
と
地
方
の
役
割
分
担
に
応
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配
分
）

現
行
分
（
国
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方
の
配
分
と
地
方
分

の
基
本
的
枠
組
み
を
変
更
し
な
い
）

地方交付税分

1.18％

地方消費税
１％

消費税
（国分2.82％）

地方交付税分

1.18％

地方消費税
１％

消費税
（国分2.82％）
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○現在の地方法人二税の在り方を抜本的に見直し、例えば、地方法人二税を地方の共

同財源として位置付けた上で全国的に再配分するなど、各地域の経済活動の大きさと

税収とができるだけ乖離しないような仕組みとすることが考えられる。

○ このような方法により、地方の共同財源的な形で地方法人二税を水平的に調整するこ

とは、「自立した自治体が国に依存せず、相互の連携・連帯によって支え合う」という地

方分権の本来の姿に一歩近づくものであり、分権推進の観点からも真剣に検討される

べきであると考える。

○ 地域間の税収偏在是正のため、偏在度の高い地方法人二税を国税化し、それと同額

の国の消費税を地方消費税とすべきとの議論がある。これについては、消費税は、世

代間の公平を確保しつつ、今後増大する社会保障給付を安定的に賄う財源として極め

て重要な税目であることを踏まえる必要があり、地域間格差是正の観点のみから消費

税の在り方を検討するべきではないと考える。

平成20年度予算の編成等に関する建議（抜粋）

（２） 地域間財政力格差の是正（抜粋）

各論 ２．地方財政
（財政制度審議会H19.11.19）

資料 ４
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地方税制については、更なる地方分権の推進とその基盤となる地方税財源の充実を

図る中で、地方消費税の充実を図るとともに、併せて地方法人課税のあり方を抜本的に

見直すなどにより、偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系を構築することを基本に改

革を進める。

この基本方向に沿って、消費税を含む税体系の抜本的改革において、地方消費税の

充実と地方法人課税のあり方の見直しを含む地方税改革の実現に取り組む。

消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間の暫定措置として、法人事業

税の一部を分離し、「地方法人特別税」及び「地方法人特別譲与税」を創設することにより、

偏在性の小さい地方税体系の構築を進める。

平成20年度税制改正の要綱（抜粋）

八 地域間の財政力格差の縮小 （抜粋）

（H20.1.11 閣議決定）

資料 ５
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この法律は、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置とし

て、法人の事業税（地方税法 （昭和二十五年法律第二百二十六号）の規定により法人の行う事業に対して課する

事業税をいう。以下同じ。）の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を

地方法人特別譲与税として都道府県に対して譲与するために必要な事項を定めるものとする。

法
人
事
業
税

（改正前）

賦課徴収
したそれ
ぞれの都
道府県の
税収へ

地
方
法
人

特
別
税

（改正後）

法
人
事
業
税

地
方
法
人

特
別
譲
与
税

2.6兆円
（消費税１％相当）

１／２ 人口
１／２ 従業者数

により按分・譲与(注4)

賦課徴収
したそれ
ぞれの都
道府県の
税収へ

１ 制度創設（平成20年度改正）時の、平成20年度当初の税収見込みをもととした地方法人特別税・譲与税の規模（平年度化後）。なお、平成23年度当初の税収見込をも

ととした場合は、その規模は1.6兆円（平年度化後）に縮小すると見込まれる。

２ 地方法人特別税（国税）は、都道府県が、法人事業税と併せて賦課徴収。

３ 地方法人特別税の課税標準は、法人事業税（所得割・収入割）の税額（標準税率分）。

４ 都道府県が賦課徴収した地方法人特別税の税収は、その全額を、地方法人特別譲与税として、都道府県に譲与。

(注2)

(注3)

3.2兆円

(注1)

制度創設時

制度創設時

※平成20年10月1日より施行

(注)

※ 地方消費税交付金の
交付基準と同様

地方法人特別税・譲与税のイメージ

地方法人特別税及び地方法人特別譲与税（イメージ）
資料 ６
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◎社会保障・税一体改革大綱（抜粋） ＜平成２４年２月１７日 閣議決定＞

第４章 税制抜本改革における各税目の改正内容等

４．地方税制

地方法人特別税及び地方法人特別譲与税は、「税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構

築が行われるまでの間の措置」であり、一体改革に併せて抜本的に見直す。

一体改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税のあり方を見直すことにより地域間の税源偏在の是

正の方策を講じる。その際には、これまでの偏在是正の方策に関する提言等も参考にしながら、国・地方の税制全

体を通じた幅広い検討を行う。

地方税の偏在是正方策について

【「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の
法律」（概要）】（抜粋）

税制の抜本的な改革及び関連する諸施策について（第７条関係）

５ 地方税制については、次に定めるとおり検討すること。

イ 地方法人特別税及び地方法人特別譲与税について、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税
体系の構築が行われるまでの間の措置であることを踏まえ、税制の抜本的な改革に併せて抜本的に見直しを
行う。

ロ 税制の抜本的な改革による地方消費税の充実と併せて、地方法人課税の在り方を見直すことにより税源の
偏在性を是正する方策を講ずることとし、その際には、国と地方の税制全体を通じて幅広く検討する。

資料 ７
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○現在、国において、東京をはじめとする大都市圏に集中している法人二税について人

口等を基準として再配分することによって、地域間の税源偏在を是正しようとする議論が

進められている。

○ しかし、こうした議論は、地方税である法人二税を、当該地域における企業活動の有無

やその実態を問わずに配分しようとするもので、応益負担などの地方税の原則に反する

ものであると言わざるを得ない。

○ 法人二税が地方税である以上、地方団体が提供する行政サービスに対する応益負担

や負担分任の原則に沿うものでなければならない。また、法人といえども地域社会の一

員であること、都道府県が企業誘致等に努めるのは企業立地に伴う税源の涵養も重要

な目的の一つとなっていること等にも十分配慮されるべきである。

○ こうした観点からは、税源偏在の是正を国・地方とも税収中立の下で行う場合、地方交

付税原資としての税目の見直しとあわせて行い、偏在性が大きく税収の変動が大きい

法人二税と消費税の交換により、地方消費税を拡充することを基本として検討すべきで

ある。

地方税源の充実強化と税源偏在の是正について～緊急提言～（抜粋）

２ 法人二税の配分見直し論と格差是正のあり方について（抜粋）

（全国知事会地方税制小委員会H19.11.7）

資料 ８
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○ 地方税収全体が増えない中で、早急な地方税収の偏在是正方策が求められている状

況においては、国の消費税の一部を地方消費税にする一方で、地方法人二税の一部を

同額国税化する、いわゆる税源交換を基本に検討するべきである。

○ 税源交換を行った場合、地方法人二税の税収シェアの大きな団体は税収が減少する

が、地方消費税が充実されることにより、税収構造自体が安定化するというメリットもあ

り 、全体として偏在度が小さく、安定的な地方税体系の構築に資する改革となる。

○ なお、地方税収の偏在是正に関し、偏在の原因は地方法人二税にあることから、その

税収を地方税のまま、地方公共団体間で人口等の基準で水平的に配分するべき、との

主張がある。地方法人二税は地方公共団体内に存する法人に対して、当該団体が提供

する行政サービスとの受益関係に着目して課税する地方税である。

○ 地方税としての法人課税である限り、課税対象となる法人の支店や工場等の恒久的施

設が存在しない地方公共団体には、課税権は存在し得ず、税収が帰属することはない

ことから、こうした主張は理論上成立し得ない。

○ また、地方税についてこのような配分を行えば、地方税の根本原則である受益と負担

の関係を完全に分断するばかりか、企業誘致など税源涵養に努力している地方公共団

体が報われず、地域振興へのインセンティブや、納税者による行政監視の機能を損ない

かねないことなどにも留意するべきである。

地方公共団体間の財政力格差の是正についての意見（抜粋）

第三 地方税収の偏在是正に向けた具体的な方策 （抜粋）
（地方財政審議会H19.11.16）

資料 ９
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ドイツにおける財政調整制度について

説明資料

2012年 10月 5日
和光大学 半谷俊彦

Ⅰ ドイツ連邦財政調整制度の仕組み

Ⅰ-１．税源配分

(1) 地方制度と主な財源
主な財源

国
連邦 共同税収連邦分、連邦税収

州 共同税収州分、州税収、連邦補充交付金、州間財政調整交付金

自治体
郡 市町村からの分担金、州からの交付金

市町村 共同税収市町村分、市町村税、州からの交付金

(2) 課税権限配分
立法 徴収

共同税 連邦 州

連邦税 連邦 州

州税 連邦 州

市町村税
法定税 連邦・税率は市町村が決定 市町村・課税標準査定のみ州

法定外税 州法の範囲内で市町村が決定 市町村

関税 連邦 連邦

(3) 共同税収の連邦・州・市町村への配分
配分方法・配分割合

所得税 給与所得源泉徴収分 税収の 15%を市町村へ、残余の 50%を連邦、50%を州へ。
所得税 申告納税分 税収の 15%を市町村へ、残余の 50%を連邦、50%を州へ。
所得税 資産所得源泉徴収分 税収の 12%を市町村へ、残余の 50%を連邦、50%を州へ。
法人税 税収の 50%を連邦、50%を州へ。
売上税 必要に応じて変更。2012年は連邦 53.8%、州 44.2%、市町村 2.0%。
営業税 市町村が連邦へ標準税額の 14.5%、州へ 49.5%（旧東独では 20.5%）

を拠出。旧東独州支援の財源として、2010年～2019年は州への拠
出額を割り増し（2011年は 6%）。

(4) 税収額と構成比（2012年予算）
税収

(百万 Euro)
構成比

共同税 412,528 70.6%
所得税 201,058 34.4%
法人税 19,070 3.3%
売上税 192,400 32.9%

連邦税 99,291 17.0%
保険税 10,670 1.8%
たばこ税 13,800 2.4%
コーヒー税 1,000 0.2%
ブランデー税 1,980 0.3%
エネルギー税 39,950 6.8%
電気税 6,805 1.2%
自動車税 8,325 1.4%
航空交通税 1,000 0.2%
核燃料税 2,300 0.4%
連帯付加税 13,000 2.2%
その他 461 0.1%

税収

(百万 Euro)
構成比

州税 13,269 2.3%
相続税 6,045 1.0%
不動産取得税 4,774 0.8%
くじ税 1,415 0.2%
ビール税 685 0.1%
その他 350 0.1%

市町村税 54,632 9.3%
営業税 42,000 7.2%
不動産税 A 362 0.1%
不動産税 B 11,475 2.0%
その他 795 0.1%

関税 4,900 0.8%
税収合計 584,620 100.0%
※ Bundesministerium der Finanzen, "Finanz- 

bericht 2012", 12. Aug. 2011, S.288より作成。

Ⅰ-２．連邦財政調整制度

(1) 概要
垂直的財政調整機能 水平的財政調整機能

１．政府レベル間の任務配分 ○ ×

２．政府レベル間の税源配分 ○ ×

３．連邦財政調整制度

(1) 売上税の連邦と州の間の配分 ○ ×

(2) 売上税の州間配分 × ○

(3) 州間財政調整 × ○

(4) 連邦補充交付金 ○ ○

(2) 売上税収の連邦と州の間の配分（連邦財政調整制度の第 1段階）
・ 連邦へ一定割合を優先配分する。

・ 残余の 2.2%を営業資本税廃止の補償分として市町村に配分する。
・ 残余を一定割合で連邦と州で分け合う。配分比率は連邦法改正や経済状況変化に応じて変更する。

・ 一定額を連邦法改正や経済状況変化に応じて連邦と州の間でやり取りする。

資 料 10
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(3) 売上税収の州間配分（連邦財政調整制度の第 2段階）
・ 売上税収州分の 25%を売上税を除く税収の 1人あたり州平均額が全州平均額を下回る州へ優先配
分する（州平均額が全州平均額を下回る額が小さいほど高い水準が補償される。最低補償水準は

全州平均額の 94.475%）。
・ 売上税収州分の 75％を人口比例で各州へ配分する。

(4) 州間財政調整（連邦財政調整制度の第 3段階）
・ 課税力測定値（州の税収見積額に、標準税率による市町村税収見積額の 64%を加算した金額）が
調整額測定値（課税力測定値を補正人口に応じて各州に振り分けた金額）を上回る州が下回る州

に交付金を交付する。

・ 課税力測定値が調整額測定値の 80%未満である場合にはその差額の 75%を、80%以上 93％未満
の場合には逓減比例的にその差額の 75%～70%を、93％以上の場合には逓減比例的にその差額の
70%～44%を受領することを意味している。最低補償水準は需要額測定値の 73.415%となる。

(5) 連邦補充交付金（連邦財政調整制度の第 4段階）
・ 連邦から州への交付金は「連邦補充交付金」とよばれるが、一般的な財政力不足を補うための「一

般連邦補充交付金」と、特別な需要を補償するための「特別需要連邦補充交付金」とに大別され

る。

・ 一般連邦補充交付金は、州間財政調整を行ってもなお財政力が不足する州に給付されるものであ

る。調整額測定値の 99.5%に満たない部分の 77.5%が交付される。最低補償水準は調整額測定値
の 93.630815％となる。

・ 特別需要連邦補充交付金は必要に応じて個別の法律によって定額で規定される。2005 年以降は、
「旧東独州に対する特別需要連邦補充交付金」、「失業手当および社会給付の負担に対する特別需

要連邦補充交付金」、「行政費用が相対的に高い中小州に対する特別需要連邦補充交付金」の 3つ
のみが交付されている。

(6) 州の歳入内訳（2012年予算）
収入金額

(百万 Euro) 
構成比

州税収 13,269 5.8%
共同税収州分 186,695 81.6%
連邦補充交付金 11,838 5.2%
その他 16,876 7.4%
総歳入（州債除く） 228,678 100.0%
※ Bundesministerium der Finanzen, "Finanzbericht 2012", 12. 

Aug. 2011, S.298より作成。

(7) 財政調整の規模（2010年決算）
総額

(百万 Euro)
最大受領額

(百万 Euro)
売上税収州分の 25% 8,985
州間財政調整 ±6,985 2,884
一般連邦補充交付金 2,607 907
特別需要連邦補充交付金 10,260 2,625
旧東独州に対する交付金 8,743 2,280
失業手当および社会給付に対する交付金 1,000 319
相対的に高い行政費用に対する交付金 517 26

※ Bundesministerium der Finanzen, "Finanzbericht 2012", 12. Aug. 2011より作成。

Ⅱ ドイツ連邦財政調整制度の形成過程

Ⅱ-１．ドイツ帝国における財政調整

(1)  連邦（帝国）の独自税源は関税と個別消費税のみであり、主たる財源は州（邦）から帝国への分担
金である。

(2) 分担金は人口比例で各州に配分。総額は連邦議会で決定するものの、各州の代表者で構成される連
邦参議院の同意を必要としたため、連邦は常に財源不足に悩まされていた。

(3) 水平的財政調整機能を持つ制度はなく、分担金を通じた下から上への垂直的財政調整機能のみが存
在した。

Ⅱ-２．ワイマール共和国における財政調整

(1)  基幹税たる、所得税、法人税、売上税、を連邦税とした上で、州には税収の一定比率を分与するも
のとした。

(2) 所得税と法人税は地域収入原則に基づいて各州に配分したため、州間には財政力格差が生じた。

(3) 財政力格差は、売上税の税収を調整的に配分することと、連邦から各州へ補助金を交付することで
縮小された。売上税と連邦補助金には、垂直的財政調整機能と水平的財政調整機能の双方が与えら

れていたといえる。
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Ⅱ-３．ドイツ連邦共和国建国時の憲法規定に基づく財政調整

(1)  戦後憲法は、各州の代表者からなる機関によって制定された。財政力の強い州は、州により多くの
財源をおくドイツ帝国的な制度を、財政力の弱い州は、連邦に多大な財源を与えるワイマール共和

国的な制度を主張した。

(2) 関税と売上税が連邦税とされ、所得税と法人税は州税とされた。

(3) 連邦は州への補助金を通じて州間の財政力調整を行い得るものとされ、その資金を、連邦参議院の
同意のもと、州税に請求することができるものとされた。この規定に基づき、1951年以降、連邦は
州税である所得税と法人税の一定割合（1951 年は 27%、1952年は 37%、1953年以降は 38%）を
請求するようになった。

(4) 1951年には暫定的な州間財政調整の仕組みが構築された。財政の強力な州の拠出に調整基金を組み、
財政力が平均以下の州にこれを配分するものとされた。

(5) この時期の財政調整制度は以下のように整理することができる。
機能

連邦による所得税と法人税の一部要求 下から上への垂直的財政調整

連邦から財政弱体州への補助金 水平的財政調整機能を持つ上から下への垂直的財政調整

暫定的な州間財政調整制度 州レベルでの水平的財政調整

Ⅱ-４．1955年憲法改正に基づく財政調整

(1)  所得税と法人税が州税から共同税へと変更された。売上税は連邦税のまま。連邦と州の間における
共同税の配分比率は、連邦法によって州に追加的な財政需要が生じたときに、連邦参議院の同意の

下にこれを変更するものとされた（関連性の原則）。

(2) 州間財政調整制度が制度化され、最低補償水準は租税力全州平均の 88.75%とされた。

(3) この時期の財政調整制度は以下のように整理することができる。
機能

所得税と法人税の垂直的配分 下から上への垂直的財政調整

州間財政調整制度 州レベルでの水平的財政調整

Ⅱ-５．1969年憲法改正に基づく財政調整

(1)  共同税である所得税と法人税の、連邦と州の間における配分比率が憲法によって固定された。両税
に課税標準の州間分割が導入された（所得税収のうち給与所得分を給与所得者の居住地に分配し、

法人税収を付加価値の比率で事業所所在地に分配する）。

(2)  売上税が共同税とされ、連邦と州の間における配分比率は、経済状況に変化が生じたときに、ある
いは連邦法によって州に追加的な財政需要が生じたときに、連邦参議院の同意の下にこれを変更す

るものとされた。売上税収州分の 25％は州間で調整的に配分されることとされた。

(3) 州間財政調整制度が抜本的に改正された。

(4) 連邦補充交付金が制度化された。

(5) これ以降の財政調整制度は以下のように整理することができる。
機能

売上税の垂直的配分 連邦と州の間での垂直的財政調整

売上税の水平的配分 州レベルでの水平的財政調整

州間財政調整制度 州レベルでの水平的財政調整

連邦補充交付金 水平的財政調整機能を伴う上から下への垂直的財政調整

Ⅲ ドイツ連邦財政調整制度の特徴

(1) ドイツ帝国は、財政強力州が財政弱体州を取り込む形で実現された。第 2 次世界大戦後は、州ごと
の分割統治から始まっており、州が連邦を作り上げる形で建国された。ドイツは今なお、統一国家

実現（中央集権化）へのベクトル上にある。

(2) ドイツの連邦制度は「執行連邦制」と呼ばれるもので、徴税を含め、行政の大部分が州によって執
行される。連邦の執行機関は、国防、入管、関税、鉄道、郵便などに限定されている。

(3) 州の利害に関わる連邦法の制定ならびに改定（共同税ならびに連邦財政調整制度の変更を含む）連
邦参議院の同意が必要とされる。

(4) 連邦法の改正に伴って州の財政需要が増加する場合には、関連性の原則に基づき、連邦法によって
州の財源を補償しなければならない（州税の増税、税収の垂直的配分比率の変更など）。

(5) ドイツの財政調整制度（税源の垂直的配分、州間の税収配分、州間の財政調整）は、連邦、財政強
力州、財政弱体州の綱引きによって決定されてきた。
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(6) 1949年の憲法規定では、財政強力州に有利な税源分離方式が採用された（州税たる所得税と法人税
は地域収入原則による）。1955 年の憲法改正では、所得税と法人税が共同税とされ、やや連邦に有
利な形に改められた。1969年改正では、人口と租税力格差に基づいて配分される売上税が共同税と
され、財政弱体州がやや有利になった。

(7) 1949年の憲法規定では、税収の調整的配分は実現しなかったので、暫定的な州間財政調整制度が形
成された。1955年の憲法改正以降は、連邦から州への目的補助金がなし崩し的に増加し、州間の水
平的財政調整における連邦の役割が増大していった。1969年の憲法改正では、連邦が売上税を共同
税へと譲歩すると共に、連邦補充交付金を引き受け、財政強力州が所得税と法人税に課税標準の州

間分割を導入することで、増大する水平的財政調整の要請を満たすようになった。

Ⅳ ドイツ連邦財政調整制度の実務

Ⅳ-１．資金の流れ

(1) 連邦政府は関税以外に徴税機関を持いない。連邦税（連邦が税収を得る税）も共同税も州の税務当
局が徴税し、連邦に納付する。

(2) 共同税は、州が徴収した税収の一定割合を連邦に納めるというものであるが、課税力（１人あたり
税収）の低い州は、財政調整（売上税収 75%の人口比例配分、売上税収 25％の調整的配分、州間財
政調整）が無かったならば納めたであろう金額よりも少ない金額を、課税力の高い州は、財政調整

が無かったならば納めたであろう金額よりも多い金額を、連邦に納付することになる。その意味で

は、財政調整は納付額を算定する手順のひとつに過ぎない。

(3) 州が他の州へ支払うことはない。

Ⅳ-２．納付額の計算

(1) 州が連邦へ納付する共同税の金額は、地域的収入額（その州で徴税された金額）が基準となる。

(2) 所得税収額と法人税収額が分割基準によって増減される（所得税収のうち給与所得源泉徴収分を給
与所得者の居住地に、法人税収を付加価値の比率で事業所所在地に帰属せしめる）。これにより、企

業の本社が集中している州では共同税収額（結果として州への留保額）が地域的収入額よりも小さ

くなり、それ以外の州では大きくなる。

(3) 売上税収の 75％が人口比例的に配分される。これにより、人口に対して売上税収の小さい州では共
同税収額が地域的収入額よりも大きくなり、それ以外の州は小さくなる。

(4) 売上税収の 25％が、１人あたり税収の小さい州に優先配分される。 これにより、１人あたり税収の

小さい州では共同税収額が地域的収入額よりも大きくなる。

(5) ここまでで確定した所得税収額、法人税収額、売上税収額のそれぞれ一定割合が、連邦への納付額
となる。

(6) 州間財政調整により、補正人口 1人あたり税収の小さい州は、連邦への売上税収納付額が減額され、
大きい州は増額される。

Ⅳ-３．納付額算定のイメージ図

【課税力の強い州の場合】

売上税収

連邦への納付分

連邦への納付分

法人税収

州への留保分

所得税収 州への留保分

共同税の徴税額 財政調整がない場合 財政調整がある場合

【課税力の弱い州の場合】

売上税収
連邦への納付分

連邦への納付分

法人税収

州への留保分
州への留保分

所得税収

共同税の徴税額 財政調整がない場合 財政調整がある場合
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Ⅴ 添付資料：連邦財政調整法の概要（2012.7.29改定版）

Ⅴ-１．売上税収の連邦と州の間の配分

(1) 売上税収の以下の割合に相当する金額が連邦に割り当てられる。
2007年 3.89%
2008年 4.42%
2009年以降 4.45%

(2) (1)の残額の以下の割合に相当する金額（2006 年までは(1)がないので、売上税収の以下の割合に相
当する金額）が、公的年金保険に対する連邦補助金の原資として、連邦に割り当てられる。

1998年 3.64%
1996年～2006年 5.63%
2007年 5.15%
2008年以降 5.05%

(3) (2)の残額の 2.2%に相当する金額が、市町村税である営業資本税廃止の補償分として、市町村に割り
当てられる。

(4) (3)の残額の 50.5%に相当する金額が連邦に、49.5%に相当する金額が州に割り当てられる（州の負
担となる家族給付の連邦による財源補償分を含む。この配分比率は 1998年のもの）。

(5) (4)に定める配分比率は、毎年見直される。
連邦分 州分 理由

2000年 -0.25%point +0.25%point 児童手当の引き上げ（2000.1.1実施分）
2000年 -0.25%point +0.25%point 家族給付補償分の見直し

2002年 -0.65%point +0.65%point 家族支援の引き上げ（2001.8.16実施分）
2002年 -0.65%point +0.65%point 家族給付補償分の見直し

2007年 +0.08%point -0.08%point 売上税率の引き上げ（2007.1.1実施分）
2008年 +0.1%point -0.1%point 同上

(6) 州分から以下の金額が減算され、同額が連邦分に加算される。
2005年～2006年 2,322,712,000 Euro
2007年～2008年 2,262,712,000 Euro
2009年 1,727,712,000 Euro
2010年 1,372,712,000 Euro
2011年 1,912,712,000 Euro
2012年 1,007,212,000 Euro

2013年 966,212,000 Euro
2014年以降 980,712,000 Euro

(7) 児童手当引き上げ（2009.1.1実施分）の財源補償分として(6)に定める金額に以下の変更を加える。
2009年 -794,000,000 Euro
2010年 -281,000,000 Euro
2011年 +152,000,000 Euro

(8) (4)に含まれる家族給付の財源補償分を調整するため、州の増額分に以下の変更を加える。
2009年 +794,000,000 Euro
2010年 +281,000,000 Euro
2011年 -152,000,000 Euro

(9) 旧東独州に対する援助の財源として、以下の金額を州分から減算し、連邦分へ加算する。
2011年 266,666,666 Euro
2012年以降 400,000,000 Euro

(10) 児童手当引上げ（2010.1.1実施分）の財源として(6)に定める金額に以下の変更を加える。
2010年以降 -1,326,000,000 Euro

(11) (4)に含まれる家族給付の財源補償分を調整するため、州の増額分に以下の変更を加える。
2010年以降 +1,326,000,000 Euro

Ⅴ-２．売上税収の州間配分

(1) 売上税収州分の 25％は、売上税を除く税収の 1人あたり州平均額が全州平均額を下回る全ての州へ
優先的に配分される。優先的配分額は、1人あたり州平均額が 1人あたり全州平均額の 97％未満の
場合には、１人あたり全州平均額に当該州の住民数を乗じたものに、さらに

 (19／20)×Ｘ－(21／4000) 
を乗じることによって求められる。１人あたり州平均額が１人あたり全州平均額の 97％以上の場合
には、上の式に代わって、

Ｘ×{(35／6)×Ｘ＋(3／5)} 
が乗じられる。Ｘは、1から売上税を除く税収の 1人あたり州平均額の全州平均額に対する比率を減
じた数値である。優先的配分額の合計額が売上税収州分の 25%を上回る場合、各州への優先的配分
額は均等に減額される。

(2) 売上税収州分のうち優先的配分を行った残余は（売上税収州分の 75%）は、全ての州に人口比例的
に配分される。
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Ⅴ-３．州間財政調整

(1) 州間財政調整においては、各州の「課税力測定値」と「調整額測定値」が求められ、前者が後者を
上回る州が交付金を拠出し、下回る州が交付金を受領する。

(2) 課税力測定値とは各州の課税力の見積りであるが、州の税収見積りに市町村税収見積り合計額の
64％を加算することによって求める。

(3) 調整額測定値は各州の財政需要の大きさを相対的に示すものであるが、各州の課税力測定値を合計
し、これを各州の補正人口の合計で除したものに、各州の補正人口を乗じることによって算定され

る。補正人口は、州の住民数に補正係数を乗じたものと、州内市町村の合計住民数に補正係数を乗

じたものを合計することによって求められる。単純に州と州内市町村の住民数を合計したものでは

なく補正人口を用いるのは、人口過密都市、大規模都市、過疎地域について、人口を割増すること

によってそうした地域に生じる追加的需要を考慮するためである。州の住民数に適用される補正係

数はベルリン、ブレーメン、ハンブルクの 3 都市州が 135％、それ以外の州が 100％で、州内市町
村の合計住民数に適用される補正係数は、3都市州が 135％、メクレンブルク・フォアポーメルン州
が 105%、ブランデンブルク州が 103%、ザクセン・アンハルト州が 102％、それ以外の州が 100％
となっている。

 (4) 交付金受領州の受領額は次のように求められる。課税力測定値が調整額測定値の 80%未満である場
合は

 (3／4)×Ｘ－317／20000 
を、80%以上 93％未満である場合は

Ｘ×{(5／26)×Ｘ＋(35／52)}－(2121／260000) 
を、93%以上である場合は

Ｘ×{(13／7)×Ｘ＋(11／25)} 
を調整額測定値に乗じた額が、各受領州の受領額とされる。Ｘは、1を課税力測定値の調整額測定値
に対する比率を減じた数値である。これは、課税力測定値が調整額測定値の 80%未満である場合に
はその差額の 75%を、80%以上 93％未満の場合には逓減比例的にその差額の 75%～70%を、93％以
上の場合には逓減比例的にその差額の 70%～44%を受領することを意味している。

(5) 交付金拠出州の拠出額は次のように算定される。課税力測定値が調整額測定値の 107%未満である場
合は

Ｘ×{(13／7)×Ｘ＋(11／25)} 
を、107%以上 120％未満である場合は

Ｘ×{(5／26)×Ｘ＋(35／52)}－(2121／260000) 
を、120%以上である場合は

 (3／4)×Ｘ－317／20000 
を調整額測定値に乗じた額が、各拠出州の調整義務額とされる。Ｘは、課税力測定値の調整額測定

値に対する比率から 1 を減じた数値である。但し、これに基づいて計算された拠出額が、課税力測
定値が調整額測定値を超過する額の 72.5%を上回る場合、上回る部分の負担は交付金受領州も含め

た全州で按分する。

Ⅴ-４．連邦補充交付金

(1) 連邦から州への交付金は「連邦補充交付金」とよばれるが、一般的な財政力不足を補うための「一
般連邦補充交付金」と、特別な需要を補償するための「特別需要連邦補充交付金」とに大別される。

特別需要連邦補充交付金は必要に応じて個別の法律によって規定される。2005 年以降は、「旧東独
州に対する特別需要連邦補充交付金」、「失業手当および社会給付の負担に対する特別需要連邦補充

交付金」、「行政費用が相対的に高い中小州に対する特別需要連邦補充交付金」の 3 つのみが交付さ
れている。

(2) 一般連邦補充交付金は、州間財政調整を行ってもなお財政力が不足する州に給付されるものである。
調整額測定値の 99.5%に満たない部分の 77.5%が交付される。

(3) 「旧東独州に対する対する特別需要連邦補充交付金」として 2005年から 2019年まで、以下の金額
が交付される。

2005年 10,532,613,000 Euro
2006年 10,481,484,000 Euro
2007年 10,379,225,000 Euro
2008年 10,225,838,000 Euro
2009年 9,510.029,000 Euro
2010年 8,743,091,000 Euro
2011年 8,027,283,000 Euro
2012年 7,260,345,000 Euro
2013年 6,544,536,000 Euro
2014年 5,777,598,000 Euro
2015年 5,061,790,000 Euro
2016年 4,294,852,000 Euro
2017年 3,579,043,000 Euro
2018年 2,812,105,000 Euro
2019年 2,096,397,000 Euro

上記の金額は、以下の比率で各州に配分される。

ベルリン 19.020610%
ブランデンブルク 14.326911%
メックレンブルク・フォアポーメルン 10.536374%
ザクセン 26.075481%
ザクセン・アンハルト 15.733214%
チューリンゲン 14.307410%
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(4) 「失業手当および社会給付の負担に対する特別需要連邦補充交付金」として、以下の 5 州に、以下
の金額を交付する。2013年以降、連邦と州は共同で 3年ごとに交付額の見直しを行う。

2005年～2011年
ブランデンブルク 190,000,000 Euro
メックレンブルク・フォアポーメルン 128,000,000 Euro
ザクセン 319,000,000 Euro
ザクセン・アンハルト 187,000,000 Euro
チューリンゲン 176,000,000 Euro

2012年以降
ブランデンブルク 153,330,000 Euro
メックレンブルク・フォアポーメルン 103,296,000 Euro
ザクセン 257,433,000 Euro
ザクセン・アンハルト 150,909,000 Euro
チューリンゲン 142,032,000 Euro

 2012年と 2013年については、交付額を以下の金額だけ減じる。
ブランデンブルク 18,335,000 Euro
メックレンブルク・フォアポーメルン 12,352,000 Euro
ザクセン 30,783,500 Euro
ザクセン・アンハルト 18,045,500 Euro
チューリンゲン 16,984,000 Euro

(5) 「行政費用が相対的に高い中小州に対する特別需要連邦補充交付金」として、以下の 10州に、以下
の金額を交付する。2008年以降、連邦と州は共同で５年ごとに交付額の見直しを行う。

ベルリン 43,460,000 Euro 旧東西独・都市州

ブランデンブルク 55,220,000 Euro 旧東独

メックレンブルク・フォアポーメルン 61,355,000 Euro 旧東独

ザクセン 25,565,000 Euro 旧東独

ザクセン・アンハルト 52,663,000 Euro 旧東独

チューリンゲン 55,731,000 Euro 旧東独

ブレーメン 60,332,000 Euro 旧西独・都市州

ラインラント・プファルツ 46,016,000 Euro 旧西独

ザールラント 63,400,000 Euro 旧西独

シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン 53,174,000 Euro 旧西独
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地方共有税構想について

１．地方交付税が、国から恩恵的に与えられるものではなく、『自らの財源を他の自治体のために融通しあうことに
より、全ての自治体が国に依存せずに、住民に対して一定水準の行政サービスを提供できるようにすべきであ
る』との考え方に基づく、セーフティネットとしての性格を持つものであることを、その制度上、明確にするため、
「（仮）地方行財政会議」において検討の上、以下の７項目の改革を一体的に行うこととする。

（１） 名称を以下のとおり変更する。
① 国民から国の特別会計に入るまで「地方共有税」
② 国の特別会計を出て自治体に入るまで「地方共有税調整金」

（２） 国の一般会計を通さずに、「地方共有税及び譲与税特別会計」に直接繰り入れる。
（３） 現在の財源不足（H18年度 8.7兆円）を解消するため、地方共有税（地方交付税）の法定率の引上げを行うと
ともに、必要に応じて地方税法に定める税率の変更も行う。
（４） ３年から５年に一度、地方共有税（地方交付税）の法定率の変更を行うとともに、必要に応じて地方税法に定
める税率の変更も行う。
（５） その他の年度は、財源不足があれば地方債または「地方共有税及び譲与税特別会計」内に新たに設置する
基金により調整する。
（６） 特例加算や特別会計による借入れは行わない。
（７） 国の政策減税の実施に伴い地方の財源不足が生じる場合には、地方共有税（地方交付税）の法定率を引き
上げる。

【提言４】

「地方交付税」を「地方共有税」に
～法定率を見直し、特別会計に直入、特例加算・特別会計借入を廃止

地方分権の推進に関する意見書（抄） （H18.6.7 地方六団体が内閣・国会に提出）

※各自治体の「地方共有税調整金」の額の調整及び決定について、地方が参画のうえ、責
任をもって行える仕組みを検討すべき。

資料 11
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１．「（仮）地方行財政会議」の設置 

(１) 趣 旨 

       分権改革の推進を図るため、地方に関わる事項についての政府の政

策立案及び執行に関して、政府と地方の代表者等が協議を行い、地方

の意見が政府の政策立案及び執行に反映されるよう、新たな組織を法

律により設置する。 

(２) 事務及び権限 

        以下の事項のうち重要なものについて、政府または地方からの申し

出により協議を行い、政府は、会議において協議が整った事項につい

ては、その結果を尊重するよう努めるものとする。 

① 国と地方の役割分担のあり方 

② 国による関与・義務づけのあり方 

③ 地方が処理する事務の経費に係る国の補助負担のあり方 

④ 地方税財政制度のあり方 

⑤ 地方への新たな事務または負担の義務づけとなる法令、施策 

  等

(３) 構成等 

   ① 内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、他関係大臣 

国会議員 

     地方六団体各代表 

民間有識者 

      但し、民間有識者は、政府推薦者と地方推薦者の同数とする。

なお、必要に応じて、内閣総理大臣の出席を求めることができる。

② 内閣官房長官と全国知事会会長を共同議長とする。 

③  独自の事務局を設け、政府と地方から参画する。 

２．「（仮）地方行財政会議」が法律により設置されるまでの間、現在の「国

と地方の協議の場」を維持し、協議を継続的に行うこととする。 

【提言１】 

「地方行財政会議」の設置  
 ～「国と地方の協議の場」の法定化 

分権型社会のビジョン（中間報告）『豊かな自治と新しい国のかたちを求めて』

～「このまちに住んでよかった」と思えるように

地方財政自立のための７つの提言と工程表（抜粋）H18.5.11 新地方分権構想検討委員会

＜考え方＞ 

１．分権改革を含めた内政の政策立案に関する地方の参画 

第一期改革において、「国と地方の協議の場」が設けられたが、政策形成

のために十分に機能したとは言い難い。

従って、地方分権一括法1で国と地方の関係を「上下・主従」から「対等・

協力」と位置づけた意義を具体化し、地方分権の推進を加速させるととも

に、自治体が、その行財政運営に関して自らが決定し、責任を負うことを

明確化させるため、国と地方の役割分担や地方税財政制度等について、国

と地方が共同のテーブルについて協議を行う「内政の政策立案に関する地

方の参画」システムとして「（仮）地方行財政会議」を法定化することが必

要である。

２．「国と地方の協議の場」の維持・継続

  「（仮）地方行財政会議」が法律により設置されるまでの間、地方分権や

地方行財政に関する制度についての地方の考え方が国に十分に伝わらない

ということがないよう、現在の「国と地方の協議の場」を維持し、協議を

継続的に行うことが必要である。

３．「（仮）地方財政委員会」の設置

   現在ある地方財政審議会2については、地方財政計画3、地方共有税（地方

交付税）、地方税、国庫補助負担金等に関することについて、その権限を強

化するとともに、地方六団体の代表を加え、その名称を「（仮）地方財政委

員会」に変更することも考えられる。

1 地方分権一括法・・・平成 12年（2000年）4月施行。地方自治法を中心に 475本に及ぶ膨大
な法改正を行い、機関委任事務を廃止し、自治体の事務を自治事務と法定受託事務に整理

し、国の関与等を限定化。
2 地方財政審議会・・・地方交付税などの地方行財政に関して、その権限に属する事項を処理し、

総務大臣に対し必要な勧告を行い、関係機関に意見を述べることのできる総務省の附属機

関。
3 地方財政計画・・・財源保障機能と財源調整機能を持つ地方交付税の必要額を導き出すことを

主な役割として、自治体全体の１年間の歳入及び歳出の規模についての見込みを示すもの。

資料 13
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スウェーデン ドイツ カナダ

・財源均衡化交付金は主として垂直調整機能、部分
的に水平調整機能
・需要均衡化交付金は水平調整機能
・構造交付金・過渡的交付金は垂直調整機能

・売上税と州間財政調整は水平調整機能
・連邦補充交付金は垂直調整機能

垂直調整機能

【統治法（スウェーデン憲法の一部）】
第１４章第５条（水平的）財政調整規定
「地方政府に対し、同等の財政的条件を達成するこ
とが求められる時に、他の地方政府の任務のため
の費用を拠出することを法律により義務付けること
ができる。」

【ドイツ基本法】
第１０７条（財政調整）
１「（前略）売上税の収入に対するラントの取得分
は、各ラントの人口数に応じて配分されるが、ラント
の取得分の一部を、4分の1を最高限度として、ラント
税の収入ならびに所得税および法人税の収入の住
民1人当たりの額が平均を下回るラントに対して、補
充取得分として補填することを、連邦参議院の同意
を必要とする連邦法によって規定することができる。
」
２「法律は、ラントの財政力の格差が適正に調整さ
れるよう確保しなけれはならず、その際、市町村（市
町村連合）の財政力および財政需要を考慮しなけれ
ばならない。（以下略）」

【1982年憲法】
「第３章　平等化と地域間不均等」第３６条第２項
「カナダ議会及び政府は、州政府が合理的にみて同
等な水準の税制をもっていれば合理的にみて同等
な水準の公共サービスを供給できるよう十分な収入
を得ることを保障するために、平衡交付金を交付す
る。」

根拠規定

垂直調整機能・
水平調整機能

配
分
ル
ー
ル

（１）財源均衡化交付金
    人口一人当たり税収が、全国平均比で115％（市
町村）又は110%（県）を下回る自治体に対して交付
　財源は主として国だが、人口一人当たり税収が全
国平均比で115％（市町村）又は110%（県）を上回る
自治体は拠出金を国に納付

（２）需要均衡化交付金
   市町村は幼児保育、高校、高齢者介護、移民子
弟、人口変化など８分野、県は医療、公共交通の２
分野について、それぞれの分野毎に、年齢構造、地
理的条件などにより生ずる人口一人当たりコストを
算定し、当該コストが全国平均コストを上回る自治体
に対して交付
　人口一人当たりコストが全国平均コストを下回る自
治体は、拠出金を国に納付し、国の支出は無し

（３）構造交付金・過渡的交付金
　歳入の減少が課税力の一定水準を超える自治体
に対して交付

（１）売上税収の州間配分
・売上税収州分の25%を売上税を除く税収の1人あた
り州平均額が全州平均額を下回る州へ優先配分す
る（州平均額が全州平均額を下回る額が小さいほど
高い水準が補償される。最低補償水準は全州平均
額の94.475%）。
・売上税収州分の75％を人口比例で各州へ配分す
る。
 
（２）州間財政調整
・課税力測定値（州の税収見積額に、標準税率によ
る市町村税収見積額の64%を加算した金額）が調整
額測定値（課税力測定値を補正人口に応じて各州
に振り分けた金額）を上回る州が下回る州に交付金
を交付する。
 
（３）連邦補充交付金（連邦－州間の財政調整）
①一般連邦補充交付金
　調整額測定値の99.5％に満たない部分の77.5％が
交付される。

②特別需要連邦補充交付金
　旧東ドイツ地域や行政費用が相対的に高い中小
州等への交付金

（１）平衡交付金（州に対して）
　一人当たり課税力が全州平均を下回る州に対し
て、全州平均との差額を連邦政府より交付
　州間の公平性の確保の観点から、平衡交付金受
領州の収入額が非受領州の収入額を超えることが
ないよう、交付金額に上限を設定

（２）準州交付金（準州に対して）
　広大な国土と比べて人口の少ない準州において、
他の地域とほぼ同程度の公共サービスを提供する
事を目的とし、準州の需要と課税力の両方を考慮し
て算定

概要

諸外国の財政調整制度の比較 未定稿
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世界地方自治憲章草案 

及びヨーロッパ地方自治憲章 

(抜粋) 

※ 世界地方自治憲章草案は、現在のところ未採択である。 

 （ヨーロッパ地方自治憲章は、昭和 60 年 6 月 27 日採択 

               昭和 63 年 9 月 1 日発効） 
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